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ミニ環境展
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二
次
元
コ
ー
ド
の
つ
い
て
い
る
記
事
は
、
そ
の
二
次
元
コ
ー
ド
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
読
み
取
る
と
、
市
公
式
サ
イ
ト
な
ど
で
詳
し
い
内
容
を
確
認
し
た
り
、
そ
の
ま
ま
申
込
み
を
進
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

活用できる支援策があります　事業者・創業希望者の皆さん！
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市の創業支援事業
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　市と契約している金融機関でこの制度を利用する

場合に、市が利子・保証料の一部を補助

　1.6％（自己負担 0.8％）

　市が金融機関に 0.8％

　半額補助（上限…中小企業 20 万円、小口

零細企業 15万円）

※�東京都の制度融資の要件を満たしていると、都の

保証料補助も受けられる場合があります。

　　

　賃上げやテレワーク、有給休暇取得促進など従業

員等が働く環境整備を図る事業経費の一部を助成

　デジタル化などにより生産や業務プロセスの改善

を行う等の生産性向上を図る事業経費の一部を助成

対象経費の 3分の 2（ それぞれ、（法

人）上限 10万円、（個人）上限 5万円）

または のいずれかの事業を行う事業者で、

省エネ機器の設置や交換等、環境に配慮した取組み

を実施する場合、経費の一部を助成

　対象経費の 3分の 2（上限 5万円）

　中小企業が、技術力向上や人材育成にかかる講習

会の受講、資格取得などに要した経費や、人材確保

のための取組みを実施した場合、経費の一部を助成

対象経費の 2分の 1（上限 20万円）

　　

○�市内の指定地域で、新規操業や転入により新たに

操業を始めた事業所に対し、固定資産税・都市計

画税相当額を 3年間奨励金として交付

○�上記に加え、事業所開設時に市民を新たに常用雇

用者として雇用した場合、もしくは事業所開設時

に常用雇用者が新たに市民となった場合、雇用し

た市民 1人につき10万円を交付

○�奨励企業に用地や建物を譲渡・貸し出した方にも

固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付

　　

　東京都多摩地域事業承継・引継ぎ支援センターの

専門相談員が、事業承継に関する悩みに秘密厳守で

答えます。

原則、毎月第 4火曜日 ①午後 1時 30 分～

②午後 3時～（要予約）

市の事業者支援策
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　創業を考えている方や創業後間も

ない方が、情報収集や情報発信、作業やミーティン

グの場などとして利用できるスペース（要登録）。

　中小企業診断士などの資格を持つ創業支援コー

ディネーターに無料で個別相談することができます。

火・土曜日（または日曜日）の午前 10時～

午後 4時／木曜日の午後 3時～ 9時（要予約。オ

ンライン相談可）

　年間を通じて「経営」「財務」「人材

育成」「販路開拓」の 4つの分野でセ

ミナーや交流会を実施。4分野を各 1回以上学習し、

市から証明書の交付を受けた創業者はさまざまな支

援を受けることができます。

　補助金や助成金の情報、セミナーや交流会などのイ

ベント情報など、創業に役立つ情報を配信しています。




